
　　　　　　　　　　　　　　　

＜新規：一戸建て住宅＞ 単位：円/税込

建設住宅性能評価

2回 74,800 114,400

3回 90,200 129,800

4回 105,600 145,200

2回 74,800 117,700

3回 90,200 133,100

4回 105,600 148,500

2回 82,500 132,000

3回 101,200 150,700

4回 118,800 168,300

2回 82,500 134,200

3回 101,200 152,900

4回 118,800 170,500

　・建設評価において『6-3室内空気中の科学物質の濃度等の測定』を評価する場合は別途見積もりとします。

　　以下、共同住宅等においても同様とします。

　　見積もりには時間がかかるため、事前にご連絡下さい。

　・1-2・1-4・1-5に関しては、選択した場合も必須項目のみの料金を適用します。

＜新規：一戸建て住宅＞※設計評価を他機関で行った住宅 単位：円/税込

2回

3回

4回

2回

3回

4回

区分
床面積

合計
選択項目 設計住宅性能評価 合計

選択項目あり 42,900

検査

回数

必須項目のみ

選択項目あり

必須項目のみ

選択項目あり

52,800

56,100

66,000

69,300

必須項目のみ 39,600

4回

4回

7,700

構造等が

製造者認証の

住宅

200㎡以上

又は

3階建て

一般の住宅

設計住宅性能評価加算 長期使用構造等の確認を併せて行う場合

200㎡以上

又は

3階建て
選択項目あり

200㎡

未満

200㎡

未満

必須項目のみ 49,500

51,700

105,600

118,800

158,400

161,700

184,800

188,100

一般の住宅

200㎡未満 4回 118,800

200㎡以上

又は3階建て
4回 132,000

区分 床面積合計 検査

回数

建設住宅性能評価

構造等が

製造者認証の住宅

200㎡未満

82,500

101,200

118,800

200㎡以上

又は3階建て

92,400

111,100

132,000
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＜変更：一戸建て住宅＞ 単位：円/税込

19,800

26,400

-

　直前の設計住宅性能評価を他機関の者が行っている場合の変更設計住宅性能評価の料金は、新規の料金表となります。

＜その他：一戸建て住宅＞ 単位：円/税込

　（注）同一申請者で、申請件数が多い場合には、別途料金設定を行いますのでご確認ください。

＜遠隔地割増手数料＞ 単位：円/税込

（注）上記の割増手数料は検査が対象となり、検査回数1回に対する手数料となります。

UDIで同時に2種類以上の検査を実施する場合は下記の通りとします。

・基準法の検査が同時の場合：基準法の遠隔地割増手数料を適用とします。

・基準法以外の検査が同時の場合：上記割増手数料の1申請分を適用とします。

対象地域 割増手数料

【群馬県】

渋川市、沼田市、吉岡町、東吾妻町、長野原町、草津町、中之条町、

みなかみ町、榛東村、嬬恋村、川場村、片品村、昭和村、高山村
16,500

【栃木県】

日光市、那須塩原市、矢板市、大田原市、那須町、塩谷町

長期使用構造等の確認を併せて行う場合 3,850

再検査
200㎡以上又は3階建て

取り下げ届（既に受理・契約した評価料金は返金できません） 0

手続きの種類 申請料金

26,400

33,000

200㎡未満

評価書の再交付 6,600

6,600検査報告書の再交付

6,600

床面積 変更設計住宅性能評価 変更建設住宅性能評価

26,400

6,600
（評価結果を記載した部分の変更以外）

19,800

200㎡以上又は3階建て

200㎡未満

評価書の記載内容に係る変更
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